第３期障がい児福祉計画　ＰＤＣＡサイクル管理用シート（大阪府）
	基本指針の目標
	障がい児支援の提供体制の整備



	計画（Ｐ）→実施（Ｄ）
	目標値

実績値
	
· 【令和８年度末までの目標値】
· 　・児童発達支援センターの設置：43市町村
　・児童発達支援センター等を活用した障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体制の構築：43市町村
　・難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保や新生児聴覚検査から療育につなげる連携体制構築の推進
　・主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所の確保
：43市町村
　・主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保
：43市町村

・医療的ケア児支援センターの設置（大阪府）
　・医療的ケア児等コーディネーターの配置（大阪府）
・医療的ケアを要する重症心身障がい児者等に関する関係機関の協議の場　の設置（大阪府）
・医療的ケアを要する重症心身障がい児者等に関する関係機関の協議の場　の設置（保健所圏域）：18圏域
・医療的ケアを要する重症心身障がい児者等に関する関係機関の協議の場　の設置（市町村）：43市町村
・医療的ケア児等コーディネーターの配置（市町村）：各市町村
福祉関係１名
· 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療関係１名
· 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
· 【目標達成の考え方等】
　目標達成に向け、市町村における取組手法等について確認・検証を行うとともに、必要な法制度や施策の創設・改正がなされるよう、国に要望及び提言を行うことを検討する。



【実績の推移】
	実績
	令和6年度
	令和7年度
	令和8年度

	児童発達支援センターの設置
	37市町村
	－
	－

	児童発達支援センター等を活用した障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体制の構築
	41市町村
	－
	－

	難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保や新生児聴覚検査から療育につなげる連携体制構築の推進
	有
	－
	－

	主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所
	40市町村
	－
	－

	主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所
	42市町村
	－
	－

	医療的ケア児等支援センターの設置
	有
	－
	－

	医療的ケア児等コーディネーターの配置
	有
	－
	－

	医療的ケアを要する重症心身障がい児等に関する関係機関の協議の場（大阪府）
	有
	－
	－

	医療的ケアを要する重症心身障がい児等に関する関係機関の協議の場（保健所圏域）
	18圏域
	－
	－

	医療的ケアを要する重症心身障がい児等に関する関係機関の協議の場（市町村）
	42市町村
	－
	－

	医療的ケア児等コーディネーターの配置
	40市町村
	－
	－

	
	福祉349名
医療60名
	－
	－

	移行調整の協議の場の設置
	有
	－
	－





	主な活動指標の一覧
	令和６年度
	令和７年度
	令和８年度

	児童発達支援
	見込
	16,570人／月
	18,484人／月
	20,585人／月

	
	実績
	17,864人／月
	－
	－

	放課後等
デイサービス
	見込
	36,628人／月
	40,408人／月
	44,573人／月

	
	実績
	38,011人／月
	－
	－

	保育所等訪問支援
	見込
	2,826人／月
	3,576人／月
	4,539人／月

	
	実績
	2,945人／月
	－
	－

	居宅訪問型
児童発達支援
	見込
	141回／月
	158回／月
	171回／月

	
	実績
	50回／月
	－
	－

	障がい児相談支援
	見込
	10,402回／月
	11,881回／月
	13,596回／月

	
	実績
	9,860回／月
	－
	－

	福祉型障がい児入所支援
	見込
	517人／月
	517人／月
	517人／月

	
	実績
	467人／月
	－
	－

	医療型障がい児入所施設
	見込
	215人／月
	215人／月
	215人／月

	
	実績
	210人／月
	－
	－







	評価（Ｃ）
	改善（Ａ）

	①児童発達支援センターの設置
【目標等を踏まえた評価（令和６年度）】
●計画の達成状況
・前回計画期間において設置数は微増傾向で推移し、令和６年度の実績は43市町村のうち、37市町村での設置状況であった。
●状況分析
・未設置の市町村については、市町村規模によっては管内の利用者が見込めないことや、実施する財源の確保が課題であったり、候補者（法人）がいないことから単独での設置が図れていないことなどが考えられる。
【課題】
・未設置市町村に対しては、引き続き各市町村による設置検討を基本としつつ、既に共同設置を行っている好事例の紹介等、共同利用体制の構築等を検討するよう働きかけを行う必要がある。


②児童発達支援センター等を活用した障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体制の構築
【目標等を踏まえた評価（令和６年度）】
●計画の達成状況
・令和６年度の実績は４３市町村のうち、41市町村で体制の構築に取り組めた。その内容においても保育所等訪問支援については、計画期間において実施数の増加を図ることが出来ており、その他市町村ごとに巡回相談支援や研修の実施など障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体制の構築について引き続き検討を進めている。
●状況分析
・令和７年度に体制構築を目指し、令和６年度はその準備期間であったため「未実施」と2町が回答している。
【課題】
・ニーズに応じて、保育所等訪問支援を利用できる体制や、その他巡回相談支援や研修などを安定的に実施できる体制づくりについて、働きかけていく必要がある。


③難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保や新生児聴覚検査から療育につなげる連携体制構築の推進
【目標等を踏まえた評価（令和６年度）】
●計画の達成状況
　・府立福祉情報コミュニケーションセンターを難聴児早期支援の中核機能拠点として、「きこえ」専門の相談窓口の「ひだまり・MOE」が中心となり相談支援などを実施。
●状況分析
　・医療機関で「聴覚に障がいがあり」と判定された後、聴覚障がいのある子どもとその保護者が、支援を担う社会資源等に容易にたどり着けていない。
・難聴児とその保護者への適切な情報提供及び福祉情報コミュニケーションセンターを中核とした関係機関の連携促進が必要。





④主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所の確保
【目標等を踏まえた評価（令和６年度）】
●計画の達成状況
・主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所は、令和６年度の実績は43市町村のうち、40市町村で確保。（達成率93％）
・管内全体の事業所数としても令和５年度から令和６年度にかけて149事業所から170事業所へと増加を図ることができている。
●状況分析
・主に重症心身障がい児の支援においては、福祉的な支援スキルの両面が求められるが、事業所開設にあたっては、これらの支援に関するノウハウが不足していることが問題になっていると考えられる。
【課題】
・事業所の開設にあたって、重症心身障がい児の支援に関するノウハウが不足していることについては、引き続き、医療的な面や福祉的な面から支援スキルの向上を図るための研修や専門相談会を実施することで、事業所数の増加に取り組む必要がある。








⑤主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保
【目標等を踏まえた評価（令和６年度）】
●計画の達成状況
・主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所の、令和６年度実績は43市町村のうち、42市町村で確保。（達成率98％）
・管内全体の事業所数としても令和５年度から令和６年度にかけて、165事業所から212事業所へと増加を図ることができている。
●状況分析
・主に重症心身障がい児の支援においては、福祉的な支援スキル、医療的な支援スキルの両面が求められるが、事業所開設にあたっては、これらの支援に関するノウハウが不足していることなどが問題となっている。
【課題】
・事業所の開設にあたって、重症心身障がい児の支援に関するノウハウが不足していることについては、引き続き、医療的な面や福祉的な面から支援スキルの向上を図るための研修や専門相談会を実施することで、事業所数の増加に取り組む必要がある。


⑥医療的ケア児支援センターの設置
【目標等を踏まえた評価（令和６年度）】
●計画の達成状況
・医療的ケア児支援センターを府内に１か所設置し、センターに配置した医療的ケア児等コーディネーターにより医療的ケア児等に対する相談支援や支援機関を対象とした多職種連携会議等の取組みを行った。
●状況分析・課題
・現状は相談対応及び会議開催等の活動が主であり、地域の取組みや資源等の情報収集及び発信が十分にできていない。


⑦医療的ケアを要する重症心身障がい児者等に関する関係機関の協議の場の設置
【目標等を踏まえた評価（令和６年度）】
●計画の達成状況
・府においては、自立支援協議会のもとに専門部会として設置しており、継続して年に２回開催している。
・市町村においては、43市町村のうち42市町村において協議の場が設置された。
●状況分析・課題
・府において実施した調査等に基づく課題検討は継続的に行われているが、市町村における協議の場で検討された課題等の広域的な吸い上げ・検討が十分にできていない。
・未設置の市においては、協議の場の目的や運用ビジョンが具体化されておらず、設置に向けた検討ができていない。
・設置済の自治体においても、協議の場の設置形態によっては、十分な課題検討がなされていないケースがある。


⑧医療的ケア児等コーディネーターの配置（市町村）
【目標等を踏まえた評価（令和６年度）】
●計画の達成状況
・43市町村のうち、40市町村において医療的ケア児等コーディネーターが配置された。
　このうち、福祉関係は38市町村349名、医療関係は24市町60名が配置されている。
●状況分析・課題
・配置市町村は増加傾向にあるものの、依然として全市町村における配置は達成できていない。
・医療の知識が豊富な医療関係の活動基盤を持つコーディネーターの養成も十分ではない。
・未配置市町村においては、コーディネーターの役割が浸透していないことや、人材・事業所不足により配置先が見つからない等の課題がある。・




⑨移行調整の協議の場の設置
【目標等を踏まえた評価（令和６年度）】
●計画の達成状況
・移行調整の協議の場の設置について、令和６年度実績は大阪府を含め３自治体のうち、２自治体が設置済み。
●状況分析
・未設置の１自治体については、協議の場の設置の必要性を含めて検討することが令和８年度末までの達成目標となっているため、引き続き検討段階であると考えられる。
【課題】
・未設置の自治体に対しては、引き続き当該児遺体による設置検討を基本としつつ、設置にあたっての検討材料を提供するなど働きかけを行う必要がある。

	【令和７年度における取組等】
①児童発達支援センターの設置
・児童福祉法の改正（施行期日：令和6年4月1日）により児童発達支援センターが地域における障がい児支援の中核的な役割を担うことが明確化等されたことを踏まえ、令和6年度に実施した府内市町村における児童発達支援センターの設置状況及び運用状況についての市町村アンケートの分析結果をもとに、各圏域の市町村の意見交換会を行うとともに、必要に応じて個別にヒアリングも行った。








②児童発達支援センター等を活用した障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体制の構築
・体制が未構築の町については、ニーズに応じて、保育所等訪問支援を利用できる体制の構築に向けた働きかけの実施を行い、市町村の実施する巡回相談支援へは補助金を出すなどの支援を行った。
















③難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保や新生児聴覚検査から療育につなげる連携体制構築の推進
・難聴児支援の中核機能を担う「ひだまり・MOE」がその機能を十分に発揮し、難聴児と保護者への適切な情報提供や支援を遅滞なく実施できるよう、療育機関や支援学校等との連携促進を行った。
・相談支援ネットワーク事業において、個別相談と療育支援や手話の体験ができるイベントを開催。
・相談支援ネットワーク事業の一環として、療育機関や手話言語獲得支援機関と、行政職だけでなく、保健師や言語聴覚士など様々な職種の市町村担当者向けに、聴覚に障がいのある子どもの支援にかかる説明会を開催するとともに、府内関係課と調整のうえ、情報提供を行った。
・聴覚障がいのある児童等が在学する学校の教員等を対象とした手話講座や、府内市町村小中学校の難聴学級を担当する教職員向けの手話講座を実施。


④主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所の確保
・計画期間中において、重症心身障がい児に対する支援技術の向上を図るため、福祉的な面からの機関支援（全職種対象）及び医療的な面からの機関支援(看護師等医療従事者対象)の為の研修及び相談会を実施した。（研修内容は以下のとおり）

１　重症心身障がい児に対する支援技術の向上
　（1）福祉的な面からの機関支援（全職種対象）
　　　①R6年度に策定したハンドブック等を活
用した研修や、事例検討・相談会を実施
　　　　・「５領域の視点に基づく重症心身障　がい児の発達支援」

　　　②重心児支援のノウハウのある現場による実習、及び電話相談への助言(随時)
　（2）医療的な面からの機関支援(看護師等医療
従事者対象)
1 医療的ケア、個別性に合わせた多様な対応について、研修及び事例検討を実施
　　　　・医療的ケア児の気道クリアランス法と新しい評価法の紹介
～肺の局所的な換気状態を画像化する電気インピーダンストモグラフィ～」

2 重心児支援のノウハウのある現場によ
る実習及び電話相談への助言(随時)。

⑤主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保
・計画期間中において、障がい児通所支援の支援技術の向上および関係機関の連携強化を図るため、全体研修や専門研修会並びに地域別交流会を実施した。（研修内容は以下のとおり）
・全体研修：『こどもまんなか社会』と障がい児通所支援施設
・専門研修会（３回）
1 ５領域を活かした支援の捉え方
2 本人のいいところをみつけて、のばそう
　③　（障がい児）虐待防止の在り方　子どもの生活、家族の支援
・地域別交流会：同内容を３回実施（１回あたり１～３圏域
　テーマ：今、求められる個別支援計画の立て方









⑥医療的ケア児支援センターの設置
・引き続き相談対応及び多職種連携を図る連携会議の開催等に取組むとともに、各地域より収集した事例や研修会等について、ホームページ等を活用した積極的な情報発信を行っていく。









⑦医療的ケアを要する重症心身障がい児者等に関する関係機関の協議の場の設置
・府においては、10月に支援部会を開催した。引き続き、医療的ケア児等の支援体制整備のための課題検討を行っていく。
・未設置の市においては、引き続き設置に向けた助言や働きかけを行っていく。
・設置済の市町村においては、運営等に際し課題が生じた場合には、必要に応じてセンター等により助言を行う。












⑧医療的ケア児等コーディネーターの配置（市町村）
・未配置市町における新規配置と、配置市町村における継続的な配置体制の確立及び福祉と医療の両職種配置に向けて、コーディネーターの役割をより具体化し、配置主体である市町村に対して配置を働きかけつつ、養成研修による人材育成を行っていく。
・医療的ケア児等コーディネーターを対象とした活動状況調査を実施したところ、既配置市町村においても、コーディネーターの活動程度に地域差が生じており、十分に機能できていない自治体があることが判明した。
・連携会議等を通じ、多職種での意見交換や事例共有ができる場を提供することにより、養成後のスキルアップやモチベーション向上につなげていくとともに、コーディネーターに対するその他の活動支援の方策についても検討していく。


⑨移行調整の協議の場の設置
会合の場において、設置状況及びその内容等の詳細について情報交換を実施。未設置の自治体へ引き続き検討を働きかけた。
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